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● はじめに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 令和 5年度診療報酬改正内容の概要とレセコンの変更点 】 

①  レセコンメニュー画面より  マスター保守  →  F4 処理月  →  令和 5年 4 月  に変更します。 

②  行為区分選択から登録するマスターの診療区分を選択します。 

③  「位置番号」にマスター一覧の空いている番号を入力し  Ｅｎｔｅｒ  を押します。 

④  「辞書検索」を選択し  Ｅｎｔｅｒ  を押します。 

⑤  検索窓にマスターの名称を入力し  Ｅｎｔｅｒ  を押します。 （※1） 

⑥  該当のマスターが表示されますので、登録したいマスターを選択して  Ｅｎｔｅｒ  を押します。 

※ 正式名称・単位・点数などが表示されます。 

⑦  マスターの内容を確認後、  F5登録  を押してください。 

 

 

 

 

下記の「新設マスターの登録方法について」は、すべての新設マスターの登録において共通の方法となります。 

・ 本マニュアルには主な見直しのみを記載しております。 

詳細な内容につきましては必ずユーザー様にてご確認ください。 

・  レセコンの操作方法 と記載しております内容につきましてはすべてのユーザー様におきまして 

・ 同じ手順となります。※ 必要に応じて操作してください。 

・  

・ オプションでの設定方法につきましては                  と記載しております。 

・ 新設マスターを４月１日以降に使用される場合はマスターの登録が必要です。登録方法はすべてのマスターに

おいて同じ操作となります。下記の                           をご参照の上、マスターの新規

登録を行ってください。 

・ 改正後は改正前の診療内容をＤＯされないことを弊社では推奨しております。 

  

※1 マスター検索は、ヨミガナ／正式名称/一般名称/区分/点数・薬価 から検索が可能です。 

検索画面の F2で「前方一致」 ・ 「後方一致」 ・ 「部分一致」と切り替えて検索ができます。 

 

フリガナは半角カタカナ、薬・点は数値、正式名称は文字列で入力してください。 

 

すべてのマスター登録において同じ操作となります 

マスター保守画面 

新設マスターの登録方法について 

～オプション設定～ 

新設マスターの登録方法について 

施設基準や算定要件、項目名称、対象患者等の詳細につきましては、 

必ずユーザー様にてご確認ください。 

レセコンの操作方法 
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I. 医療情報･システム基盤整備体制充実加算の見直し 

 

下記の特例措置は、令和 5年 4月から 12月まで（9カ月間）時限的な適用となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区分 名称 
マイナンバーカードの 

利用 
現行の加算 

特例措置 

（令和 5年 4月～12月） 

初診 

医療情報･システム基盤整備 

体制充実加算 1 
利用しない 4点 6 点 

医療情報･システム基盤整備 

体制充実加算 2 
利用する 2点 2点 

再診 
医療情報･システム基盤整備 

体制充実加算 3  

利用しない − 2 点 

利用する − − 

算定には対象患者・施設基準・ 

算定要件が掲げられている場合がございます。  

必ずユーザー様にてご確認ください。 

医療ＤＸの推進のためオンライン資格確認の導入・普及の徹底の観点から「医療情報・システム基盤整備体制充実

加算」について、( 1 ) 初診時の評価を見直すとともに、( 2 ) 再診時についても新たに評価を行う特例措置を講ず

る。また、あわせてオンライン請求を更に普及する観点から、( 3 ) 当該加算の算定要件を見直す特例措置を講ずる

こととする。これらの特例措置を令和 5年 4月から 12月まで（9カ月間）時限的に適用する。（厚生労働省資料抜粋） 

(1) 初診時の加算  

①「医療情報・システム基盤整備体制充実加算１」 

   月１回：６点（特例措置により＋２点）  

   ▶ 初診時にマイナ保険証を活用しなかった場合に月１回に限り算定する。 

  《算定対象》 

・健康保険証にて資格確認を行った患者 

・マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しなかった患者 

・マイナンバーカードが破損等により利用できない患者 

・マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が失効している患者 

②「医療情報・システム基盤整備体制充実加算２」 

   月１回：２点（特例措置中も変更無し）  

   ▶ 初診時にマイナ保険証を活用して診療情報を取得等した場合や、他院から診療情報を受けていた場合に 

    月１回に限り算定する。 

  《算定対象》 

・マイナ保険証にて資格確認を行い、医療機関が診療情報を取得した患者 

・マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意したが、診療情報が存在しなかった患者 

・他院から診療情報の提供を受けた患者 

(2) 再診時の加算  

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算３」 

   月１回：２点（特例措置により新設）  

   ▶ 再診時にマイナ保険証を活用しなかった場合に月１回に限り算定する。 

   ▶ 他院から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合には算定しない。 

   ▶ 同一月に「加算１」又は「加算２」を算定した場合には、算定できない。 

  《算定対象》 

・上記「加算１」の《算定対象》と同じ 

(3) 加算要件の特例（オンライン請求の要件） 

現行の加算は、オンライン請求を行っていることが要件となっているが、オンライン請求を令和 5年 12月 31日 

までに開始する旨の届出を行っている保険医療機関・保険薬局は、令和 5年 12月 31日までの間に限り、この 

要件を満たすものとみなす。 
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① レセコンメニュー画面より  F11オプション  を押します。 

② ユーザーオプション設定画面が表示されたら  診療行為  タブを選択します。 

③ 医療情報･システム基盤整備体制充実加算の算定確認画面を表示する場合は、 

「 医療情報･システム基盤整備体制充実加算の算定 」項目を選択し、「 1 」を設定します。 

④  F5登録  を押します。 

 

 

0 ＝ 手動 手動で算定する 

1 ＝ 確認 初再診算定時に算定確認画面を表示する  

（補足） 

※1 「１」を設定しており、令和 5年 3月以前の診療行為に「医療情報･システム基盤整備体制充実 

 加算 1」を算定する場合は、自動的に経過措置前の点数（4点）に置き換わります。 

※2 上記の設定は、全てのパソコンに反映されます。 

◆ 令和 5 年 4 月以降で「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定する場合 

医療情報･システム基盤整備体制充実加算を算定する場合は、マスター登録と下記オプション設定が 

必要となります。（算定されない場合は、下記の操作は必要ありません。） 

 

 

 

※ 医学管理区分にある「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料を 

  算定する医院様のみ登録が必要となります。 

 

（例） 「医療情報・システム基盤整備体制充実加算３（再診）（経過措置） 2 点」を新規登録する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  現行の「医療情報・システム基盤整備体制充実加算 1（4点）」を算定されている場合は 

            令和 5年 4月以降は自動的に経過措置の点数（6点）に置き換わりますので、改めて 

            マスター登録する必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点数マスターの区分 新設された加算マスター 

再診 医療情報・システム基盤整備体制充実加算３（再診）（経過措置）     2点  

※医学管理 医療情報・システム基盤整備体制充実加算３（医学管理等・経過措置） 2点  

 ◆ マスター登録方法 

◆ 診 

①  レセコンメニュー画面より   マスター保守  →  F4 処理月  →  令和 5年 4 月  に変更します。 

②  行為区分選択から  再診  を選択します。 

③  「位置番号」にマスター一覧の空いている番号を入力し  Ｅｎｔｅｒ  を押します。 

④  「辞書検索」を選択し  Ｅｎｔｅｒ  を押します。 

⑤  検索窓にカタカナで「いりょう」を入力し  Ｅｎｔｅｒ  を押します。 

⑥  使用する「 医療情報・システム基盤整備体制充実加算３（再診）（経過措置） 」のマスターを選択して 

  Ｅｎｔｅｒ  を押します。   正式名称・単位・点数などが表示されます。 

⑦ マスターの内容を確認後、  F5登録  を押します。 

 

レセコンの操作方法 

 ◆ 医療情報･システム基盤整備体制充実加算  ～オプションでの設定について～ 
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「医療情報･システム基盤整備体制充実加算の算定」を行う場合は、下記の操作となります。 

⚫ 「 0 ＝  手動 」を設定した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「 医療情報･システム基盤整備体制充実加算 」を手動入力する際は、行追加で当該マスターを入力します。 

    

  （例） 初診料で「 医療情報･システム基盤整備体制充実加算 1（初診） 」 を算定する 

      （再診料の場合も同様の手順です。） 

① カルテの内容を取込み、初診料を算定します。 

② 初診区分の最終行を↑矢印キーで選択し、  F3 行追加  を押します。空白行が追加されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 追加された空白行に「 医療情報･システム基盤整備体制充実加算 1（初診） 」を入力し、 Enter  を押して 

  確定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ 診療行為入力 

初診料で「医療情報･システム基盤整備体制充実加算」の算定をする場合 

 12:他の再診  →  F1:初診  で初診料マスターを表示して手動で入力してください。  

再診料で「医療情報･システム基盤整備体制充実加算」の算定をする場合 

 12:他の再診  で再診料マスターを表示して手動で入力してください。 

上記例の場合、「外来感染対策向上加算（初診）」を選択してから  F3行追加  を押し、 

空白行を追加します。 

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の点数が合算されます。 
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◆ 初診料及び小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料等（ 初診 ）算定時 

下記の画面が表示されますので、医療情報・システム基盤整備体制充実加算１ (6点）を算定される場合は 

 医療情報・システム基盤整備体制充実加算 1  を押し、 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算２ (2点）を算定される場合は 

 医療情報・システム基盤整備体制充実加算 2  を押します。  

算定しない場合は、 Esc  を押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 再診料入力時 

下記の画面が表示されますので、医療情報・システム基盤体制充実加算３（再診）（経過措置） (2点） を 

算定される場合は  はい  を押し、算定しない場合は  いいえ  を押してください。 

 

◆ 小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料等（ 再診 ）入力時 

下記の画面が表示されますので、医療情報・システム基盤整備体制充実加算３（医学管理等・経過措置） 

 (2点） を算定される場合は  医療情報・システム基盤整備体制充実加算３  を押し、算定しない場合は 

  Esc  を押してください。 

 

 

⚫ 「 1 ＝ 確認 」を設定した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算 2（初診） 2 点 
医療情報・システム基盤整備体制充実加算 2（医学管理等） 2 点 

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算１（初診）6 点 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算１（医学管理等） 6 点 

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算３（再診）（経過措置）2 点 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算３（医学管理等・経過措置）2 点 
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II. 外来後発医薬品使用体制加算の見直し 

下記の特例措置は、令和 5年 4月から 12月まで（9カ月間）時限的な適用となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外来後発医薬品使用体制加算（経過措置）を算定する場合は、マスター登録とオプション設定が必要と 

なります。（算定されない場合は、下記の操作は必要ありません。） 

 

 

 

 

（例） 「 外来後発医薬品使用体制加算 1（経過措置） 7 点 」を新規登録する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点数マスターの区分 新設された加算マスター 

投薬 

外来後発医薬品使用体制加算 1（経過措置） 7点 

外来後発医薬品使用体制加算 2（経過措置） 6点 

外来後発医薬品使用体制加算 3（経過措置） 4点 

 外来後発医薬品使用体制加算について、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、後発医薬品の推進を図り 

ながら、医薬品の安定供給に資する取組みを実施する場合の評価の特例措置を講ずる。（令和 5年 4月～12月） 

 

・処方料 
外来後発医薬品使用体制加算 1（90％以上） 5点 ➡ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 7点（＋2点） 

外来後発医薬品使用体制加算 2（85％以上） 4点 ➡ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 6点（＋2点） 

外来後発医薬品使用体制加算 3（75％以上） 2点 ➡ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 4点（＋2点） 

 

 

 

 

 

【 追加の施設基準 】 

（ 1 ）  外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 

（ 2 ）  医薬品の供給が不足した場合に、医療品の処方等の変更等に関して十分な対応ができる体制が 

      整備されていること。 

（ 3 ）  （ 1 ）及び（ 2 ）の体制に関する事項並びに医療品の供給状況によって投与する薬剤を変更する 

      可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関 

      の見やすい場所に掲示していること。 

 

 

 

 ◆ マスター登録方法 

◆ 診 

①  レセコンメニュー画面より   マスター保守  →  F4 処理月  →  令和 5年 4 月  に変更します。 

②  行為区分選択から  投薬  を選択します。 

③  「位置番号」にマスター一覧の空いている番号を入力し  Ｅｎｔｅｒ  を押します。 

④  「辞書検索」を選択し  Ｅｎｔｅｒ  を押します。 

⑤  検索窓に「がいらい」と入力し  Ｅｎｔｅｒ  を押します。 

⑥  使用する「 外来後発医薬品使用体制加算 1（経過措置） 」のマスターを選択して 

  Ｅｎｔｅｒ  を押します。   正式名称・単位・点数などが表示されます。 

⑦ マスターの内容を確認後、  F5登録  を押します。 

 

レセコンの操作方法 

算定には対象患者・施設基準・ 

算定要件が掲げられている場合がございます。  

必ずユーザー様にてご確認ください。 
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外来後発医薬品使用体制加算の経過措置算定で「1」を設定した場合は、下記の操作となります。 

 

⚫ 「外来後発医薬品使用体制加算の算定：1 ＝ 診療行為登録時に算定確認メッセージを表示する」の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ 外来後発医薬品使用体制加算  ～オプションでの設定について～ 

① レセコンメニュー画面より  F11オプション  を押します。 

② ユーザーオプション設定画面が表示されたら  診療行為  タブを選択します。 

③ 外来後発医薬品使用体制加算（経過措置）を算定する場合は「外来後発医薬品使用体制加算の経過措置

算定」項目を選択し、「 1 」を設定します。 

④  F5登録  を押します。 

 

 

0 ＝ しない  外来後発医薬品使用体制加算（経過措置）を算定しない 

1 ＝ する   外来後発医薬品使用体制加算（経過措置）を算定する 

※ 上記の設定は、全てのパソコンに反映されます 

 

（補足）  外来後発医薬品使用体制加算の算定については、上記項目と同じユーザーオプション設定画面の 

        診療行為  タブにある「外来後発医薬品使用体制加算の算定」項目で設定します。 

       「 0 ～ 4 」の値を設定してください。（端末ごとの設定です。） 

 

 

0＝手動         手動で算定する。 

1＝確認         診療行為登録時に算定確認メッセージを表示する。 

2＝使用体制加算 1  外来後発使用体制加算 1を自動算定する。 

3＝使用体制加算 2  外来後発使用体制加算 2を自動算定する。 

4＝使用体制加算 3  外来後発使用体制加算 3を自動算定する。 

 

 ◆ 診療行為入力 

 Ｆ5登録  を押すと、下記の画面が表示されます。 

 使用体制加算 1  ～  使用体制加算 3  のいずれかを選択します。 

外来後発医薬品使用体制加算を算定しない場合は  算定しない  を選択してください。 

外来後発医薬品使用体制加算１（経過措置） 7点 

外来後発医薬品使用体制加算２（経過措置） 6点 

外来後発医薬品使用体制加算３（経過措置） 4点 
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  Ｆ5登録  を押すと、設定したオプションによって使用体制加算 1（経過措置）～使用体制加算 3（経過措置）が 

 自動的に算定されます。 

 

（例） 外来後発医薬品使用体制加算 1（経過措置） 7点 

⚫ 「外来後発医薬品使用体制加算の算定：2～4 ＝ 各使用体制加算の自動算定する」の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（補足） ※１ 令和 5年 3月以前の診療行為に「外来後発医薬品使用体制加算」を算定される場合は、自動的に 

         経過措置前の点数に置き換わります。 

 

     ※２ 「外来後発医薬品使用体制加算」は、処方料を算定している場合にオプションの設定値に応じて 

        算定されます。算定確認メッセージが表示されない場合や自動算定されない場合は、診療行為に 

        処方料が算定されているかご確認ください。 
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III. 一般名処方加算の見直し 

 

下記の特例措置は、令和 5年 4月から 12月まで（9カ月間）時限的な適用となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般名処方加算の見直し（特例措置）を算定する場合は、マスター登録とオプション設定が必要となります。 

（算定されない場合は、下記の操作は必要ありません。） 

 

 

 

 

 

（例） 「一般名処方加算 1（処方箋料）（経過措置） 9 点」を新規登録する場合 

 

 

 

 

 

 

 

  

点数マスターの区分 新設された加算マスター 

リハ・精 
一般名処方加算 1（処方箋料）（経過措置） 9 点 

一般名処方加算 2（処方箋料）（経過措置） 7 点 

一般名処方加算について、一般名処方を推進することにより、保険薬局において銘柄によらず調剤できることで

対応の柔軟性を増し、患者に安定的に薬物治療を提供する観点から、一般名処方加算の評価の特例措置を講

ずる。（令和 5年 4月～12月） 

 

・処方箋料 
一般名処方加算 1 （7点） ➡ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 9点（＋2点） 

一般名処方加算 2 （5点） ➡ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 7点（＋2点） 

 

 
 

 ◆ マスター登録方法 

◆ 診 

①  レセコンメニュー画面より   マスター保守  →  F4 処理月  →  令和 5年 4 月  に変更します。 

②  行為区分選択から  リハ・精  を選択します。 

③  「位置番号」にマスター一覧の空いている番号を入力し  Ｅｎｔｅｒ  を押します。 

④  「辞書検索」を選択し  Ｅｎｔｅｒ  を押します。 

⑤  検索窓にで「いっぱん」と入力し  Ｅｎｔｅｒ  を押します。 

⑥  使用する「 一般名処方加算 1（処方箋料）（経過措置） 」のマスターを選択して 

  Ｅｎｔｅｒ  を押します。   正式名称・単位・点数などが表示されます。 

⑦ マスターの内容を確認後、  F5登録  を押します。 

 

レセコンの操作方法 

【 追加の施設基準 】 

薬剤の一般名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の提供状況等を踏まえつつ、一般名処 

方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 

 

算定には対象患者・施設基準・ 

算定要件が掲げられている場合がございます。  

必ずユーザー様にてご確認ください。 
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一般名処方加算の経過措置算定で「１」を設定した場合は下記の操作となります。 

⚫ 「一般名処方加算の自動算定：0 ＝ 診療行為登録時に一般名処方加算の算定確認画面を表示する」の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ 一般名処方加算      ～オプションでの設定について～ 

① レセコンメニュー画面より  F11オプション  を押します。 

② ユーザーオプション設定画面が表示されたら  診療行為  タブを選択します。 

③ 一般名処方加算（経過措置）を算定する場合は「一般名処方加算の経過措置算定」項目を選択し 

「 1 」を設定します。 

④  F5登録  を押します。 

 

 

0 ＝ 一般名処方加算（経過措置）を算定しない 

1 ＝ 一般名処方加算（経過措置）を算定する 

 

※ 上記の設定は、全てのパソコンに反映されます。 

 

（補足） 一般名処方加算の算定については、上記項目と同じユーザーオプション設定画面の 

        診療行為  タブにある「一般名処方加算の自動算定」項目で設定します。 

       「 0 ～ 2 」の値を設定してください。 

 

 

0 ＝ 確認  診療行為登録時に一般名処方加算の算定確認画面を表示する 

1 ＝ 手動  診療行為登録時に一般名処方加算の算定チェックを行わない 

2 ＝ 自動  診療行為登録時に一般名処方加算の算定チェックを行う 

 

※ 上記の設定は、全てのパソコンに反映されます。 

 ◆ 診療行為入力 

   Ｆ5登録   を押すと、下記の画面が表示されます。 

一般名処方加算 1（処方箋料）（経過措置） 9 点の場合は、 すべて一般名  を 

一般名処方加算 2（処方箋料）（経過措置） 7 点の場合は、 一部を一般名  を選択します。 

算定しない場合は  算定しない  を選択します。 

一般名処方加算１（処方箋料）（経過措置） 9点 

一般名処方加算２（処方箋料）（経過措置） 7点 
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  Ｆ5登録   を押すと、処方内容によって自動的に一般名処方加算 1（処方箋料）（経過措置） 9 点 

または一般名処方加算 2（処方箋料）（経過措置） 7 点が算定されます。 

（例） 一般名処方加算 1（処方箋料）（経過措置） 9点 

⚫ 「一般名処方加算の自動算定： 2 ＝ 診療行為登録時に一般名処方加算の算定チェックを行う 」の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（補足）「 常時一般名処方 」オプションに関して 

 

 

 

 

 

① ユーザオプション      をクリックします。 

②   保守  →  画面制御  の順でクリックします。 

③ オプション①画面右の【2号用紙】にある「常時一般名処方」の ONにチェックを入れます。 

 

 

④   登録  をクリックします。「登録しました。」と表示されたら  OK  をクリックします。 

⑤       をクリックして受付画面に戻ります。 

 

＜常時一般処方：ONの場合＞ 

（例） 「ロキソニン錠６０ｍｇ」を検索して入力した場合 

① カルテに「ろきそにん」と入力後、  Enter  を 2回押します。 

② 診療行為検索画面に検索結果が表示されます。「ロキソニン錠６０ｍｇ」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 一般名処方フラグの「△」が薬剤名の先頭に付いた状態で入力されます。手動での一般名切替は不要です。 

 

※すでにセット登録されている薬剤や過去カルテの薬剤に「△」を付けるものではありません。  

 

一般名処方加算の対象となる薬剤を診療行為検索からカルテに入力した場合、自動的に一般名処方フラグを 

付けるオプションです。 

 

必須ではありません。 

Dr.Simpty の操作方法 
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IV. その他 ご案内事項 

① 令和５年 4 月 1 日以降 削除となる診療行為マスターについて 

以下の診療行為マスターは、令和 5年 3月 31日までとなり、令和 5年 4月 1日以降は算定できません。 

 

② 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬の保険請求について 

⚫ パキロビッドパックについて（令和 5 年 3 月 22 日から一般流通開始） 

一般流通品を患者に投与した場合は、通常の医薬品と同様に保険請求が可能になります。 

保険請求する場合は、辞書に収載されているマスターを使用していただきますようにお願いいたします。 

品名 単位 薬価 診療行為コード 

パキロピッドパック 300 シート 12,538.60 622937701 

パキロビッドパック 600 シート 19,805.50 622937801 

ただし、投与した国購入品の薬剤費については、いかなる場合であっても患者に自己負担を求めることや 

保険者への診療報酬請求することはできませんので、ご注意ください。 

⚫ ゾコーバ錠 125mgについて 

    現在、安定的な供給が難しいことから、一般流通は行わず、厚生労働省から医療機関へ提供されていること 

から保険請求できない取り扱いになっています(事務連絡令和 5年 3月 8日参照)。 

    よって、提供したマスターを使用せずに、従前通りの入力方法で入力いただきますようお願いいたします。 

 

③ 特定器材マスターご使用のユーザー様 

 更新後、正式名称欄の商品名称がレセプト請求名称に置き換わっている場合がございます。下記手順に 

 沿ってご確認の上、置き換わっている場合は再登録をお願いいたします。 

①  レセコンメニュー画面より   マスター保守  →  F4 処理月  →  令和 5年 4 月  に変更します。 

②  行為区分選択から  材料  を選択します。 

③  登録されている特定器材マスターをクリックし、正式名称を確認します。 

④  レセプト請求名称に置き換わっている場合は、正式名称欄に商品名を入力します。 

⑤ マスターの内容を確認後、  F5登録  を押します。 

 

点数マスターの区分 削除された診療行為マスター 

医学管理 
二類感染症患者入院診療加算（外来診療・診療報酬上臨時的取扱）  147 点 

電話等による診療（新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱）       147 点 

令和５年３月 令和５年４月 

「万年筆型注入器用注射針（標準型）」を

削除し、「ペンニードル３０Ｇ」と入力して

ください。 


